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1は じめに

現 代 の 米 国 多 国籍 企 業 を代 表 す る マ イ ク ロ ソ フ ト(Microsoft)社 は,1990

年 代 初 頭 に は所 有 す る 「特 許 権(PatentRight)」 は た った1件 だ け で あ っ た が,

今 日で は800件 近 くを所 有 す る に 至 っ て い る(RivetteandKline,2000)。

ま た,テ キ サ ス ・イ ンス ツ ル メ ンツ(TexasInstruments:TI)社 で は,「 ラ

イ セ ン シ ング(Licensing)」 に よ る 「ロ イ ヤ ル テ ィ(Royalty)」 の 売 上 高 が 年

間10億 ドル に も上 り,特 許 ラ イ セ ンス 部 門 が 同社 の 最 も収 益 性 の 高 い 部 門 と

な っ て い る(Shapiro,1997)。 さ らに は,イ ンテ ル(lntel)社 や ヒ ュ ー レ ッ ト ・

パ ッ カー ド(HewlettPackard)社 は,ス タ ン フ ォー ド(Stanford)大 学 で 開

発 さ れ た 特 許 技 術 を大 学 の ラ イ セ ンス 局 を 通 じて 獲 得 して い る(「 日本 経 済 新

聞 」2000年12月20日 付)。

こ の よ う に,今 日,米 国多 国 籍 企 業 に と っ て ラ イセ ンシ ング に代 表 され る 「特

許 戦 略(PatentStrategy)」 は,重 要 な経 営 戦 略 の一 つ と して認 識 され て い る 。

しか しな が ら,こ う し た特 許 戦 略 もそ の 歴 史 は比 較 的 浅 く,1960年 代 の 米 国 多

国 籍 企 業 の 出現 と と も に,そ の存 在 が 世 界 的 に知 られ る よ う に な っ た と さ れ る 。

つ ま り,特 許 戦 略 と は,20世 紀 を代 表 す る経 営 戦 略 の 一 つ と して 位 置 付 け られ

る の で あ る。

本 稿 で は,こ う した 米 国 多 国 籍 企 業 に よ る特 許 戦 略 の歴 史 につ い て振 り返 り

なが ら,21世 紀 の 新 た な特 許 戦 略 モ デ ル につ い て 考 察 す る こ と と した い 。 具 体

的 に は,昨 今,米 国IT多 国 籍 企 業 を 中 心 に 注 目 を 集 め る 「イ ン ター ネ ッ ト
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(lnternet)」 を利 用 した 「特 許 ポ ー トフ ォ リ オ戦 略(PatentPortfolioStrategy)」

につ い て,そ の 内容 を明 らか に す る こ と を行 う。

220世 紀の米国多国籍企業の特許戦略

特許戦略とは,一 体 どのような種類があ り,ま たどのような内容を持つもの

なのであろうか。20世 紀に実在 した米国多国籍企業の特許戦略を参考に,そ の

具体的な内容について振 り返ることとしたい。

ま ず,特 許 戦 略 と は,そ の 目 的 か ら 「特 許 取 得 戦 略(PatentAcquisition

Strategy)」,「 特 許 活 用 戦 略(PatentApplicationStrategy)」,「 特 許 非 公 開 戦

略(PatentClosedStrategy)」 の 三種 類 に大 別 で きる と考 え られ る 。

そ し て,「特 許 活 用 戦 略 」は,さ らに 「独 占化 戦 略(MonopolizationStrategy)」,

「攻 撃 戦 略(OffensiveStrategy)」
,「 防 御 戦 略(DefensiveStrategy)」,「 公

開 戦 略(OpenStrategy)」 の 四種 類 に分 類 で き る と され る(図1参 照)(三 家,

1996)。

P

特 許 取 得戦 略

(PatontAcquisitionStratogy) 塗■■一 闇 一 ■ 晒一一 一一 一

一

一 特 許 活 用戦 略

(PatontApPlica廿onStrategy)
5嚢

-

独 占 化戦 略

(M。noPdizati。nStrategy)

IIi
…墨

一閣一一一一一一一一一…h… 圃 一 闘 一一一一 一一
一

-

特 許戦 略

(PatentStrat。gy) iレ

「

攻 撃 戦 略

(OfF。nsiv。Stratogy) li一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
:

一

防御戦略一
(D。fensiv。Strategy)

一

i婁一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一

ヨ
特許非公開戦略

(PatentCl。scdS餉tegy) i
■

公 開 戦 略

(OpenStartegy)
」 iii

圃■ 国圏【囹 一 圃 一一一一一一一 一一 一 一 一一 闘 一ロー一

図1主 要 な特 許戦 略 の種類 と内容

(出所)三 家英治(1996)r図 解事典 経営戦略の基礎知識』ダイヤモ ンド社,P.186.,

に筆者一部加筆修正。
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(1)特 許取得戦略

「特許取得戦略」 とは,文 字通 り 「特許を取得するための戦略」を意味す

る(三 家,1996)。

そ もそ も,「特許法(PatentLaw)」 は 「属地主義(=領 土 内にあるもの

はその領土の法律に従 うべ きだとす る主義)」 を採用 しているため,特 許権

を取得 したい場合には,取 得 したい国で特許出願を行う必要がある(竹 田,

2000)。

しか し,現 在では一つの特許出願で複数の海外特許取得を可能とする,い

わゆる 「国際出願(lnternationalApplication)」 制度が確立されてお り,グ

ローバルな特許取得戦略の展開が可能 となっている。代表的な国際出願ルー

トとしては,「特 許協力条約(PatentCooperationTreaty:PCT)」 による

PCTル ー トが挙 げられる1)(加 藤,2000)。

そ して,こ うした国際出願を最も利用 している企業こそが,米 国多国籍企

業なのである2)。 米国多国籍企業 にとって特許戦略は,「 輸出(Export)」

や 「対外直接投資(ForeignDirectInvestment:FDI)」 と並ぶ,重 要 な対

外事業活動の選択肢 として位置付け られてきた歴史を持っている3)。

1)ま た,こ の他 に も 「工 業 所 有 権 保 護 国 際 同盟 条 約(lntellectualUnionforthe

ProtectionofIndustrialProperty)」(通 称;パ リ条約)に 則 した 「パ リルー ト」

や 「ヨー ロ ッパ 特 許 条 約(EuropeanPatentConvention;EPC)」 に 則 し た
「EPCル ー ト」,「PCT経 由EPCル ー ト」 な どが存在 してい る(竹 田,2000)。

2)し か し,一 方で世 界各 国 の多 国籍 企業 が特 許 出願 を 目指 す外 国の トップ は,や は

り世 界最 大 の市場 を有す る米 国で あ る。 ちな み に,米 国で の認可特 許件 数 の 国別

ラ ンキ ングで は,1980年 代 以 降 は第一位 が 米 国,第 二位 が 日本,第 三位 が ドイツ

あ るい は フラ ンス とい う形が 固定 化 しつつ あ る。 しか し,最 近で は韓 国や 台湾 と

い った ア ジアNIESの 台頭 が 目覚 しい(林,1997)。

3)し か しなが ら,伝 統 的 な多 国籍 企業 理論(MNE理 論)に おい て は,こ う した米

国 多 国 籍 企 業 に よる特 許戦 略 の 意 義 が 軽 視 さ れ て い る よ うに思 わ れ る(關,

1999ab;2000abcde)Q
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(2)特 許活用戦略

「特許活用戦略」 とは,「特許を企業戦略に活用 し,他 社 との差別化を図

る戦略」 を意味する(三 家,1996)。 そ して,同 戦略はその 目的によって,

前述の通 り,以 下の四種類の戦略 にさらに細分化することが可能である。

① 独 占化戦略

「独 占化戦略」 とは,「特許により市場の独占化 を狙 う戦略」 を意味す

る(三 家,1996)。

この場合,「 独 占化(Monopolization)」 とは,本 稿で言 うところの 「専

有化(Appropriation)」 を意味 してお り,開 発者がその技術的成果の報酬

を独 り占めにする状態を意味 している。 ところが,法 的に 「排他的独 占権

(=専 有権)」 を保証 されている特許権化 も,そ の権利存続期間が通常20

年間とされてお り,期 間終了後は社会全体の共有財産 として広 く一般 に公

開されてしまうことになる。

しかしなが ら,開 発する技術 ・製品のライフサイクルが短縮化 し,陳 腐

化のスピー ドが加速化 している現在では,20年 間の権利存続期問は十分と

も言える。む しろ,問 題は,審 査する側のスピー ドがそ うしたビジネスサ

イクルの速さに追い付いていけない点にあると言われている。

こうした点に対 して,米 国特許商標庁では,実 務経験のあるMBA(=

経営学修士号)取 得者などを審査官に採用するなど,組 織充実による審査

期間の短縮化に努めているとされる(「日本経済新聞」2000年10月28日 付)4)。

4)一 方,日 本 特許 庁 で も,こ れ まで平均1年7ヵ 月かか って い る特 許審 査 を,一 部

の案件 につ い て米 国並 みの1年 以内 に短縮 す る方 向性 を新 た に打 ち出 してい る。

中小 ・ベ ンチ ャー企業 が 開発 した技 術 を対 象 と してお り,そ の理 由 としてITや

バ イ オテ ク ノロ ジー とい った先端 分野 で の ビジ ネスサ イ クルの速 さを挙 げて い る

(「日本 経 済新 聞」2000年12月4日 付)。 しか しなが ら,審 査 官 数が 米国 の3分 の

1で あ る 日本特 許庁 で は,新 た に登場 した ビ ジネスモ デ ル特 許 の審査 で深 刻 な審

査 官不足 にあ る とい う(「 日本 経 済新 聞」2000年10月28日 付)。
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② 攻撃戦略

「攻撃戦略」 とは,特 許によって競合他社 を攻撃する戦略を意味する。

いわゆる,1985年 の米国における 「プロ ・パ テン ト政策(Pro-Patent

Policy)」 の確立 を背景に頻発 した,米 国多国籍企業による特許侵害訴訟

攻撃である。代表的な戦略としては,い わゆる"パ テント・マ フィア"に

よる悪名高き 「サブマ リン特許戦略(SubmarinePatentStrategy)」 が挙

げられる(牧 野他,2000)。

米国には出願公開制度がないため,特 許を出願 してもその技術情報を公

開する義務が生 じない。その制度につけこんで,故 意に審査期間を延ばす

ために補正手続を繰 り返し,世 界中の誰 もが当たり前に用いている周知技

術に対 して,あ る日突然に特許権 を発生 させ,侵 害訴訟によって莫大な賠

償金 ・和解金を獲得する,と いうものである(上 山,2000)。

代表的な例 としては,1992年 に米国の個人発明家が,自 らが38年 前に出

願 していた特許技術を侵害されたとして,日 本自動車メーカー11社 に対 し

て起 こした訴訟が有名である。そして,こ の訴訟の結果は,日 本 自動車メー

カー側が11社 合計で約1億 ドル(=当 時約127億 円)の 和解金を支払う,

というものであった(竹 田,2000)。

その後,日 本や諸外国か らの抗議が実 り,1994年12月 には米国でも特許

権利期間が出願後から20年 問に改正され(つ まり,20年 以上の"潜 水"は

不可能),1999年11月 にはようや く出願公開制度の一部導入が義務付 けら

れることとなった。 しか しなが ら,出 願公開制度の適用 もPCTと いった

国際出願についてのみであ り,米 国多国籍企業によるこうしたサブマリン

特許戦略の脅威が完全に消えたわけではないのだという(浅 野,2000;竹

田,2000)。

③ 防 御 戦 略

「防 御 戦 略 」 と は ,

る(三 家,1996)。

「特許によって他社の攻撃か ら守 る戦略」を意味す
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そもそも,特 許権が有する禁圧効果 としては,権 利侵害行為に対する法

的な制裁措置の執行が挙 げられる。とくに米国では,プ ロ ・パテント政策

に よって新設 された 「連邦巡 回控訴裁判所(CourtofAppealsforthe

FederalCircuit:CAFC)」 によって,悪 意の侵害に対する賠償の増額(=

三倍賠償)が 設定されてお り,そ の禁圧効果は絶大であるとされる(尾 崎,

1989)。

また,一 般的にも特許侵害を指摘 された当事者の大部分が,訴 訟を提起

された段階において自ら非を認め,特 許権者との"和 解"に 応 じると言わ

れている。例えば,日 本企業が外国企業 ・個人との特許権等の 「知的財産

権(lntellectualPropertyRight)」 紛争に直面 した際,そ の解決方法 とし

て全体の90%以 上が 「和解手続 き」 を選択 していた,と の調査結果が報告

されている。同調査報告によると,確 かに日本の場合は訴訟沙汰を嫌 う傾

向が強いものの,訴 訟を避 けたいとする傾向は企業の国籍 を問わず一般的

なものであるという(村 上 ・中田,1993)。

しかしなが ら,現 在でも一部の先進国(日 本 も含む)や アジア諸国(韓

国,台 湾,中 国など),発 展途上国では,知 的財産権そのものに対する理

解不足や法的整備の遅れから,コ ピーや模倣 といった権利侵害行為が日常

的に行われていることは事実であり,特 許権化による防御戦略が万全なも

のであるというわけではない。

④ 公開戦略

「公開戦略」 とは,「特許公開やクロス ・ライセンシングの戦略」を意

味する(三 家,1996)。

一見 ,自 社の特許を競合他社へ と公開するということは,本 末転倒な行

為であるかのように考 えられる。 しか し,「特許を公開することによって

特許で得 る利益をより大 きくすること」が可能 とな り,ま たこうした 「特

許供与戦略(PatentLicensingStrategy)」 はR&D費 の回収 にとっても

必要不可欠である(三 家,1996)。 例えば,1970年 代後半の米国多国籍企
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業 は,巨 額 化 す るR&D費 負 担 を 軽 減 す る た め に,日 本 や 西 ドイ ッ(当 時)

へ の ラ イ セ ン シ ン グ を 活 発 化 させ た 歴 史 を持 って い る 。

しか しな が ら,こ う した ロ イ ヤ ル テ ィ収 入 の 獲 得 を 目的 と した ラ イ セ ン

シ ン グの 増 大 に よ っ て,米 国 多 国籍 企 業 の優 位 技 術 の"拡 散"が 進 み,結

果 的 に 日本 や 西 ドイ ツ の 技 術 発 展 を 促 した と も考 え られ て い る(關,

2000cde)。 つ ま り,公 開 戦 略 に は,ロ イ ヤ ル テ ィ の 獲 得 や ク ロ ス ・ラ イ

セ ン シ ン グ に よ る技 術 導 入 とい っ た プ ラス の側 面 と と もに,い わ ゆ る 「内

部 化 理 論(TheInternalizationTheory)」 の 指 摘 す る 「消 散 リ ス ク(Risk

ofDissipation)」 とい っ た マ イ ナ ス の 側 面 も,確 か に 存 在 す る の で あ る

(Rugman,1981;Rugmanetal.,1985)。

ま た,今 日で は 規 格 な どの 業 界 標 準 を め ぐる 競 合 メ ー カ ー 同 士 の 「戦 略

的 提 携(StrategicAlliance)」 の観 点 か ら,保 有 特 許 を積 極 的 に 公 開 す る

こ と の 戦 略 的 意 義 が 認 め られ つ つ あ る こ と も,ま た 事 実 で あ る(山 田,

1999)。

(3)特 許非公開戦略

「特許非公開戦略」とは,敢 えて特許 として公開しない戦略を意味す る。

つま り,開 発技術の存在 を 「ノウハウ(Know-How)」 として秘匿化 し,

自社やグループ企業内だけで使用するのである。いわゆる,開 発技術の内部

市場取引であ り,1960年 代の米国多国籍企業ではこうした"内 部化"が 主要

な技術(管 理)戦 略であったと考えられている(關,1999a;2000de)。

また,他 社か ら特許侵害されている可能性があったとしてもそれを確認 し

難いような生産プロセスに関す る技術内容は,む しろノウハウとして秘匿化

する方が安全であり,こ こに特許非公開戦略の現代的意義を見出すことも可

能である(林,1989;1997)。

さらには,特 許権 といった知的財産権の一種であ りながら,「企業秘密(=

営業秘密)」 として非公開の性質を持つ 「トレー ド・シークレット(Trade
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Secret)」 の活用 も注目を集めつつある。

代表的な例としては,コ カ ・コーラの原液の化学的成分が挙げられる。コ

カ ・コーラの原液の化学的成分 は,ト レー ド・シークレットとして現在 も秘

匿化 されたままである(Unkovic,1985)。 その意味では,こ うした特許非

公開戦略は,究 極の独 占化戦略であるとも言えるかもしれない。

以上が,20世 紀の米国多国籍企業による特許戦略の大まかな内容 とその歴

史である。そして,こ うした20世 紀の特許戦略の特徴 として敢えて一つを選

ぶとすれば,や はり米国のプロ ・パテント政策を受けてのサブマリン特許戦

略に代表 される,い わゆる訴訟 を武器 とした攻撃的な側面が挙げられよう。

しか し,全 体 としては,様 々な目的 ・用途に応 じて特許戦略の内容が細分

化 されているため,そ の特徴を安易 に一つにまとめることは不可能である。

つ まり,多 様な戦略パ ター ンが存在する一方で,経 営戦略としての"ま とま

り"に 欠けていた と言 うことができるのである。

では,21世 紀の米国多国籍企業による特許戦略とは,一 体 どのようなもの

であろうか。そして,そ の特徴 とは,如 何なるものであろうか。

321世 紀の米国多国籍企業の特許戦略

一インターネッ トを利用 した特許ポー トフォリオ戦略一

一般的に特許ポー トフォリオ戦略 とは,「 同一分野の発明に関し,複 数の特

許を意識的に取得することにより,特 許権を強化 し,競 争能力を高める戦略」

であると解されている(幸 田,2000)。 しか し,こ うしたポー トフォリオ分析は,

確 かにその意義は認識されていたものの,実 際の現場では莫大な時間と経費の

面か ら敬遠されてきた とされる。

ところが,1990年 代後半以降,イ ンターネ ット技術に代表 されるITの 飛躍

的な進歩により,かつて数ヶ月 もかかっていたポー トフォリオ分析が,イ ンター

ネットを利用 した専用ソフ トウェアによる解析によって数時間で完了 し,し か
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も安価 な コス トで実行 で きる ようになった とい うのであ る(Rivetteand

Kline,2000)。

以下では,図2の チ ャー トに即 して,米 国IT多 国籍企業を中心に21世 紀の

特許戦略モデルとして注 目を集める,イ ンターネッ トを利用 した特許ポー トフ

ォリオ戦略の具体的な内容 について見ていくこととする(図2参 照)。

'「

周 辺 特 許取 得

(ビジネスモ デル 特 許 、

BusinessMethodPatent)㌧

Ill陶

基本特許取得1陪
(技術・製品特許) §圖 膣 P

」li

・〔 鷲1、譲
、一 一 一 一 屡 一 一一

¶一一 一
圃 一一 一 一

垂歴灘庸 斯 → 【M&A』1 唄 懲 識 グ 「一一一一一 一■一■一■一一 ■一一一一一一 一一 一 一 咽一一■一一 一一 P

珂 、離鯉㌫ 蹟 ・[ 侵害訴訟、
クロス・ライセンシング 垂

『

嚢

一 一旧 一 一 一F 一 一一

到
売却、

クロス・ライセンシング
一 一 曜 一

図2イ ン ター ネ ッ トを利用 した特 許ポ ー トフォ リオ戦略 の チ ャー ト

(出所)筆 者作成。

(1)特 許取得動向マップ

インターネッ トを利用 した特許ポー トフォリオ戦略では,ま ず新製品 ・新

市場への参入を図る前 に 「特許取得動向マ ップ(LandscapeMap)」 を利用

して競合他社の長期的な開発動向の分析を行い,二 重投資の リスクを回避す

ることが行 われるとされる(図3参 照)。 そして,そ こか ら改めて自社の中

核技術 を定め集中的に開発を行い,そ れを基本特許 として押さえるというの

である(RivetteandKline,2000)5)。

つまり,特 許管理部門(あ るいは知的財産部門)とR&D部 門 とを連携 し,

5)同 様 な視 点 か ら,実 際 に戦 略 的 な特 許 出願 を行 って い る 日本 企 業 と して は,

NKK(日 本 鋼 管株 式 会社)が 挙 げ られ る。NKKで は,独 自の特 許 戦 略 に よっ

て 「特 許 マ ップ」 を作成 し,「 プ ロセス特 許」 の取 得 に よって 「もれ の ない特 許

の 網 をつ くる」とい った作 業 が実 際 に行 われ てい る(「研 究 開発 マ ネ ジメ ン ト」2000

年12月 号)。
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効率良く技術開発 を行い,特 許権 を取得することが 目指 されているのである。

図3特 許 取 得 動 向 マ ッ プ(米 国 に お け る 電 子 商 取 引)

(原 資 料)ChartcourtesyofAuriginSystems,Inc。usingThemeScapeTMsoftware

module.

(出 所)Rivette,K.G.andKline,D.,(2000),1～embrandtsintheattic'Unlockingthe

HiddenValueofPatents,HarvardBusinessSchoolPress,p.76.(荒 川 弘 煕 監 修/

NTTデ ー タ技 術 開発 本 部 訳 『ビ ジネ ス モ デ ル特 許 戦 略』NTT出 版,2000年,p.

92).

(2)基 本特許 ・周辺特許取得

次に,こ うして生み出された基本特許に対して,競 合他社が 自社技術を模

倣できないように,あ るいは競合他社の基本特許を無効なものとするために,

方法やプロセスといった周辺特許を押さえてお くことが行われる。

すなわち,昨 今話題の 「ビジネスモデル特許(=ビ ジネス方法特許)6)」

に よって,① 自社 の基本特許の周囲に特許の壁 を築 く 「クラスタリング

(Clustering)」や,② 競合他社の基本特許に関連する周辺特許を囲い込む 「ブ

6)日 本 特 許庁 で は 「ビジ ネス方 法 特 許」,米 国 特 許商 標 庁 で は 「BusinessMethod

Patent」 が正 式名 称 であ る。 しか し,そ の 実態 は未 だ に不鮮 明 な部分 も多 い とさ

れ て い る(杉 本,2000;大 谷,2000)。
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ラ ケ ッ テ ィ ン グ(Bracketing)」 とい っ た 特 許 戦 略 を行 う の で あ る(図4参 照)

(RivetteandKline,2000;今 井,2000)。

◎
⑳
◎

劉
◎
訳

幽

◎

勲動◎吻勲◎

◎(沿 ⑧匡
図4ク ラス タ リング とブ ラケ ッテ ィン グ

(出所)今 井隆和(2000)「 金融 ビジネスモデル特 許の世界 的競 争」 川村雄介編著 『金

融ビジネスモデル特許戦略』東洋経済新報社,p.61.

(3)特 許引用ツリー

さらには,「 特許引用 ツリー(PatentCitationTree)」 の分析 によって,

以下のような戦略のバリエーシ ョンが可能となる。

すなわち,① 自社の技術優位性 を強化できる周辺特許を持つ企業を探 し出

しM&Aを 行 う,② 自社の特許技術か ら多 く引用 している特許技術 を探 し

出して訴える,あ るいは侵害の事実が認められな くても他社が自社 の特許技

術 を引用 していることを口実 として,そ の技術関連性の深さからクロス ・ラ

イセンシング契約などを結び,相 手の特許技術を獲得する,③ また逆に,引

用 ツリーで照会 し多 く引用されている特許技術が自社にあれば,そ れは市場

価値が高いことを示 していることか ら,そ れ らの売却やクロス ・ライセンシ

ングを検討する,と いったものである(図5参 照)(RivetteandKline,2000)。
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図5ゼ ロ ッ ク ス 社 の 特 許 引 用 ツ リ ー

(原 資 料)CourtesyofAuriginSystems,Inc.

(出 所)RivetteandKline,(2000),op.cit.,p.130.(邦 訳,p.157頁).

4.お わ り に

以 上 の よ う な イ ン ター ネ ッ トを利 用 した 特 許 ポ ー トフ ォ リオ 戦 略 に よっ て,

実 際 に 多 くの 米 国IT多 国 籍 企 業 がR&Dと 特 許 管 理 の 統 合 化,あ る い は

M&Aや 戦 略 的提 携 とい っ た特 許 権 を利 用 した 様 々 な競 争 戦 略 を 実 現 し,市 場

で の 独 占強 化 や 財 務 実 績 の 向上 な ど に役 立 て て い る と され て い る。

例 え ば,そ う した 代 表 的 な 企 業 と して は,IBM社 や ゼ ロ ック ス(Xerox)社,

デ ル(Dell)社,TI社 な ど が 挙 げ ら れ る と い う(RivetteandKline,2000)。

また,IT時 代 の 到 来 を象 徴 す る ア マ ゾ ン ・ ドッ ト ・コ ム(Amazon.com)社

や プ ラ イ ス ラ イ ン ・ドッ ト ・コ ム(Priceline.com)社 とい っ た,い わ ゆ る 「ド

ッ ト ・コム 産 業(.comindustry)」 に とっ て は,こ う した 戦 略 は,す で に一 般

的 な 経 営 戦 略 の 一 つ とな っ て い る と さ れ る(Pezzano,1999)7)。

7)こ う した米国 の動 きを受 けて,日 本 企業 も同様 に 「パ テ ン ト ・ポ ー トフ ォ リオ ・

マ ネ ジメ ン ト(PatentPortfolioManagement;PPM)」 の導入 に積極 的 な姿 勢 を
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このように,今 日,米 国のITビ ジネスを中心に注 目を集めるインターネッ

トを利用 した特許ポー トフォリオ戦略は,米 国多国籍企業の新たな特許戦略と

して,今 後さらなる広が りを見せると予想 されているのである。なぜならば,

このインターネットを利用 した特許ポー トフォリオ戦略の特徴 としては,次 の

ような点が認め られるか らである。すなわち,同 戦略においては,従 来 までの

特許戦略の各要素が一つに凝縮 されてお り,さ らにはそうした各要素が有機的

に結合 しているため,特 許戦略としての精度が格段に向上 していると考えられ

るのである。

例えば,イ ンターネッ トを利用 した特許ポー トフォリオ戦略では,前 述の特

許取得動向マ ップや基本特許 ・周辺特許取得によって従来の特許戦略の一部で

あった特許取得戦略の実現が可能となり,ま たビジネスモデル特許によるクラ

スタリングやブラケッティングによって,同 様に特許活用戦略の独 占化戦略や

防御戦略の実現が可能となると考えられる。さらには,特 許引用 ツリーを活用

したM&Aや 侵害訴訟,ク ロス ・ライセ ンシングによって,や は り同 じく従

来の特許活用戦略の攻撃戦略や公開戦略の実現が可能になると考えられるので

ある。

つまり,従 来はその目的によってそれぞれに適合 した特許戦略を使い分けな

ければならなかったものが,イ ンターネットを利用 した特許ポー トフォリオ戦

略の登場によって,そ れ らのい くつ もの機能が一つの戦略の中で完結するため,

より迅速な意思決定 と多様かつ柔軟な戦略展開が可能となると考えられるので

ある。その意味では,ま さしくインターネットを利用 した特許ポー トフォリオ

戦略とは,21世 紀のIT時 代 における米国多国籍企業の新たな"特 許戦略モデ

ル"で ある,と 言 うことがで きるのではないだろうか。

見 せつ つ あ る(知 的財産 情報 委員 会 ・第3小 委員 会,2000;知 的 財産 管理 委員 会 ・

第2小 委 員会,2000)。 なか で も,日 本 の金 融機 関 は,「 デ リバ テ ィブ(金 融 派生

商品)」 や 「電子 マ ネー ・決済」 とい っ た新事 業 領域 で の 米国 金融 機 関へ の技 術

的 キ ャ ッチ ・ア ップの必 要性 か ら,こ う したPPMや ビジ ネスモ デ ル特許 戦略 へ

の関心 が と くに高 いの だ とい う(今 井,2000;岸,2000)。
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